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１ 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与（寒冷
地手当を含む。）については、去る８月６日の人事院勧告どおり改定を行う
ものとする。
なお、公務能率及び行政サービスの一層の向上を図るとともに、官庁綱紀
の厳正な保持、公正な公務運営の確保に努めるものとする。
２ 特別職の国家公務員の給与については、おおむね１の趣旨に沿って改定を
行うとともに、本年３月に取りまとめられた内閣官房長官主宰の「幹部公務
員の給与に関する有識者懇談会」の報告書の趣旨を踏まえた見直しを行うも
のとする。
３ １及び２の給与改定については新たな追加財政負担は要しないが、我が国
の財政事情がますます深刻化していることを考慮すれば、行財政改革を引き
続き積極的に推進し、総人件費を極力抑制するとの基本方針は堅持する必要
がある。そのため、行政事務・事業の整理、民間委託、人事管理の適正化等
行政の合理化、能率化を積極的に推進する等の措置を講ずる。また、定員に
ついては、各府省とも、定員削減計画を上回る大幅な削減に積極的に取り組
むことにより、真に必要な部門への適切な定員配置を図りつつ、引き続き国
家公務員数の純減に努める。独立行政法人についても、中期目標設定、評価
等に当たって役職員数も含めた一層の事務運営の効率化を図る。特に、平成
１７年度末までに中期目標期間が終了する独立行政法人については、「経済
財政運営と構造改革に関する基本方針２００４」（平成１６年６月４日閣議
決定）等を踏まえ、中期目標期間の終了に伴う組織・業務全般の整理縮小、
民営化等の検討を進める。さらに、特殊法人等についても厳しい定員削減を
実施する。
地方公共団体についても、国の措置に準じて措置するように要請する。ま
た、地方公共団体に定員の増加を来し、人件費の累増をもたらすような施策
を厳に抑制する。
４ 独立行政法人（国立大学法人及び大学共同利用機関法人を含む。以下同
じ。）の役職員の給与改定に当たっては、国家公務員の給与水準を十分考慮
して適正な給与水準とするよう要請する。独立行政法人及び主務大臣は、総
務大臣が定める様式により、役職員の給与等の水準を毎年度公表することと
する。また、特殊法人等の役職員の給与改定に当たっても、国家公務員の例
に準じて措置されるよう対処するとともに、事業及び組織形態の見直しを通
じた給与等の適正化を進めるものとする。特殊法人等の役職員の給与等につ
いても、法令等に基づき、公表を進める。
５ 地方公共団体における地方公務員の給与改定に当たっては、現下の極めて
厳しい財政状況及び各地方公共団体の給与事情等を十分検討の上、国と同様、
行政の合理化、能率化を図るとともに、既に国家公務員又は民間の給与水準
を上回っている地方公共団体にあっては、その適正化を強力に推進するため
必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
また、地域における国家公務員給与の在り方については、人事院において、
地域ごとの民間賃金の水準を的確に反映したものとするよう具体化を図って
いくこととされており、こうした国の動向にも鑑み、地方公務員給与につい
ても、地域の民間給与の状況をより的確に反映し決定できるよう、人事委員
会機能の強化をはじめとしてその在り方を見直し、所要の要請を行うものと
する。


